
 

福井県自転車活用推進会議設置要領 

 

 

１ 目的 

 自転車活用推進法（平成２８年法律第１１３号）第１０条第１項の規定により策定した、

福井県自転車活用推進計画（令和２年３月策定）に関する協議を行うため、福井県自転車

活用推進会議（以下「推進会議」という。）を設置する。 

 

２ 協議事項 

 （１）福井県自転車活用推進計画に位置付けられた事業に関すること。 

 （２）前号に掲げるもののほか、福井県自転車活用推進計画の目的を達成するために必要

な事業に関すること。 

 

３ 構成 

推進会議は、別表に掲げる構成団体の委員をもって構成する。 

 

４ 運営 

（１）推進会議は、県の出席依頼に基づき、開催する。 

（２）推進会議の議事を進行するため、委員の互選によって会長を選出する。 

（３）会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。 

（４）推進会議においては、必要に応じ、委員以外の関係者を出席させることができる。 

 

５ その他 

この要領は、令和２年７月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１ 



 

 

 

 

 

 

役職 団体名  

委員 福井工業大学工学部 有識者 

〃 福井県サイクリング協会 サイクリング 

〃 福井県自転車軽自動車商協同組合 自転車事業者 

〃 福井鉄道株式会社 交通事業者 

〃 （公社）福井県観光連盟 観 光 

〃 （一社）福井県交通安全協会 交通安全 

〃 （一社）福井県商工会議所連合会  企 業 

〃 福井県ＰＴＡ連合会 利用者 

〃 （公財）ふくい女性財団 〃 

〃 ふくい女性ネットＮＥＸＴ 〃 

〃 国土交通省近畿地方整備局福井河川国道事務所 国 

〃 福井市自転車利用推進課 市町 

事務局 福井県地域戦略部交通まちづくり課 県 

〃 福井県交流文化部観光誘客課 〃 

〃 福井県交流文化部スポーツ課 〃 

〃 福井県安全環境部県民安全課 〃 

〃 福井県安全環境部環境政策課 〃 

〃 福井県健康福祉部健康政策課 〃 

〃 福井県土木部道路保全課 〃 

〃 福井県土木部河川課 〃 

〃 福井県教育庁保健体育課 〃 

〃 福井県警察本部交通部交通企画課 〃 

〃 福井県警察本部交通部交通指導課 〃 

〃 福井県警察本部交通部交通規制課 〃 

別表 

福井県自転車活用推進会議 構成団体 


